
 

 

 

 

平成 30 年度消費者団体訴訟制度シンポジウムの開催について  
 

 

内閣総理大臣が認定した消費者団体（適格消費者団体）が、事業者の不当な行為の

差し止めや消費者に代わって被害の回復を行う「消費者団体訴訟制度」について普及

啓発を図るため、シンポジウムを開催します。 

 

１ 開催概要   

【内容】 

・基調講演「消費者団体訴訟制度ってなあに？」 

講師 阿南 久（あなん ひさ）氏 

（ＮＰＯ法人消費者スマイル基金理事長、元消費者庁長官） 

・朗読劇「変えてほしいげん～、その契約書」 

 劇団 たまひめ（ＮＰＯ法人消費者支援ネットワークいしかわ所属のアマチュア劇団。消費者団

体会員を中心に結成。） 

・「ＮＰＯ法人 消費者支援ネットワークいしかわ」の活動報告 

 ※内容は、能登地区・加賀地区とも同じです 

 

【会場等】 

・能登地区 

日時：平成 30 年 12 月 10 日（月）13:30～16:00 

会場：フォーラム七尾（パトリア 4 階） 

・加賀地区 

日時：平成 30 年 12 月 11 日（火）13:30～16:00 

会場：石川県女性センター 

 

２ お問合せ・申込み  

 適格消費者団体 ＮＰＯ法人 消費者支援ネットワークいしかわ 

  〒920-0362 金沢市古府２丁目１８９番 

   ℡：076-240-1012 FAX：076-259-5963 

Mail:info@csnet-ishikawa.com 

 

３ その他 

・募集締め切りは各開催日の 5 日前まで 

資 料 提 供 
平成３０年１１月１４日 

生活環境部生活安全課 
担当 鈴見、浅沼 
外線 225-1386  
内線 3883、3885 
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